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マージン率等の情報提供について 
 

労働者派遣法第 23 条第 5 項の定めに従い、当事業所における労働者派遣事業に係る情報

を以下のとおりお知らせいたします。 

 

①派遣労働者数      5 名 

 

②派遣先の数      5 事業所 

 

③派遣料金の平均額（1 日 8 時間計算）   11,455 円 

 

④派遣労働者の賃金の平均額    9,332 円 

 

⑤マージン率      19％ 

※マージン率の算出方法 

マージン率＝（労働者派遣に関する料金の額－派遣労働者の賃金の額）/ 労働者派遣に関す

る料金の額 

 

⑥労使協定を締結しているか否かの別等 

当該労使協定の有効期間 令和４年４月 1 日 ～ 令和５年３月 31 日 

 

⑦派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

訓練種別 対象者となる派遣労

働者 

雇入時・派遣中・待

機中など 

訓練方法 

OJT・OFF-

JT 

訓練費用負担

額 

無償・有償 

賃金支給 

有給・無給 

新規採用者訓

練 

 雇用時  OFF-JT  無償  有給 

OA 機器操作

訓練 

 派遣中  OJT  無償  有給 

 


